
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（3月31日現在）

4月18日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、3月31日現在で4,219人とな

り、同区域内の住民登録人口（8,002人）に占める居住率は52．7パーセントになりま

した。

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4492

次ページへ続きます



被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（3月31日現在）

4月18日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4494



被災自治体News

【町長メッセージ】これからの町づくり （前編）

4月15日HP更新

5浜通り×さんじょうライフvol.449 

浪江町からのお知らせ

次ページへ続きます

致を行ってきた複数の企業の進出決定などがありました。3月に竣工式を行った世界最大

級の水素製造拠点は、町の新しいシンボルになるものと思っています。また、請戸に水産

業共同利用施設（荷捌き場、せり場等）、水産加工処理流通施設が完成しました。地元で

水揚げされた新鮮な魚介類の出荷開始によって、町全体が活気づくと期待しています。

「道の駅なみえ」や木材製品生産拠点施設も、既に着工していますので、今年度も町の

復興を象徴するような施設が次々に完成を迎えます。

今年度は、何を目指していかれるのでしょう？

これまで「町のこし」をスローガンに、復興に取り組んできました。次は一歩進んで

「持続可能なまちづくり」を目指していきます。

町はいま、急速な人口減少と少子高齢化によって非常に厳しい財政状況にあります。道

路や上下水道を震災前に戻し、将来にわたり維持するためには多くの経費が掛かりますが、

人口が減ったからといって、水道料金を何倍にも値上げする訳にいきません。

国等に財政支援を求めながら「持続可能なまちづくり」のために、新たな種を蒔いてい

きます。

「持続可能なまちづくり」とは、どんなことですか？

将来にわたり継続して、町民が普通の生活をしていける町をつくることです。

そのためには、財政の健全化を図り、人口を増やして産業を活性化していきます。当面は、

居住人口5000人を目指し、住みよい町を作ることが第一なので、これまでと方向性が大

きく変わるものではありません。

今年度の具体的な取り組みを教えてください

昨年から引き続き、「生活環境（医療、介護等）の整備」、「働く場所・住む場所の確

保」を最優先に取り組んでいきます。

医療環境では、町内に現在、診療所と歯科医はありますが、大きな病院や専門医がなく

震災から10年目の節目となる令和2年度が始まりました。

新型コロナウィルスの感染拡大の影響はありますが、令和2年度も

浪江町がどのように進化していくのか「これからの町づくり」につい

て、吉田町長にお話をお聞きました。

昨年度は、どのような年でしたか？

昨年は、これまで蒔いてきた復興の種が芽を出し始めた年でした。

大きなところでは、生鮮食料品を扱うスーパーのオープン、町が誘



被災自治体News
十分ではありません。安心して暮らせる医療体制を整えるため、引

き続き各所に働きかけを行っていきます。

介護については、高齢者やそのご家族が安心して利用できるよう、

町と民間事業者が連携して準備を進めているところです。

働く場としては、今年度、工業団地への誘致企業にて操業に向け

た工事が次々に始まりますので、町内でも多くの雇用が生まれてく

るものと思います。さらに農林水産業の再生に向け、町内2か所で準

備を進めている乾燥調整貯蔵施設（カントリーエレベーター）をは

じめとした営農再開支援事業や、泉田川ふ化施設の再開準備、漁港施設の充実などにも力

を入れていきます。

住む場所に関しては、災害公営住宅の他、請戸住宅団地の整備が進んでいますが、それ

でも十分とは言えませんので、どのような支援が最適なのか、新たな施策を検討している

ところです。

帰還困難区域の避難指示解除も大きな課題ですね？

帰還困難区域においては、昨年度、特定復興再生拠点の除染が始まりましたが、それ以

外の場所に関して、未だ国からの明確な方針が示されておりません。長い歴史と伝統文化

を持ち、ご先祖様から受け継いだ土地ですから、除染して元通りにすべきです。経済的な

尺度で語るものでは無いと思っています。

引き続き、町内全域の避難指示解除に向けて具体的な時間軸を含めた方向性を示すよう、

国に対して強く要望してまいります。 （後編に続く）

避難住民届について

4月17日HP更新

就職や進学などにより、避難場所を移動された方や避難場所の提供をいただいていない

方は、避難住民届が必要となります。

移動先が不明の場合、町からの重要なお知らせ（広報誌、各種通知など）を届けること

ができなくなる可能性があります。避難住民届出に本人確認書類を添えて届出てください。

避難住民届は、避難場所を移動するごとに、届出が必要となります。（移動をされたご

家族すべての方の届出が必要となります。）

避難住民届

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9106.pdf

避難住民届 記入例

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/9107.pdf

問い合わせ 総務課 行政係 0240-34-0235TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4496



被災自治体News

「新型コロナウイルス感染症」高齢者として気をつけたいポイント

4月15日HP更新

「新型コロナウイルス感染症予防」とともに「フレイル予防」も心がけましょう

このたび、日本老年医学会より【「新型コロナウイルス感染症」高齢者として気をつけ

たいポイント】が発表されましたので、お知らせします。

身体をなるべく動かしましょう

家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操、浪江町ダンベル体操、スクワットなど）

を行いましょう。

家事（庭いじりや片付け、立位を保持した調理など）や農作業などで身体を動かしま

しょう。

座っている時間を減らし、足踏みをするなど身体を動かしましょう。

バランスのよい食事をとりましょう

低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることが大切です。

3食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がけましょう。

お口の健康を保ちましょう

毎食後・寝る前の歯磨きを徹底し、お口を清潔に保ちましょう。義歯の清掃もとても大

切です。

また、お口周りの筋肉を保つこともとても大切です。しっかり噛んで食べることを意識

しましょう。

その他にも、一人で歌の練習をする・早口言葉などもおすすめです。

家族や友人との支え合いが大切です

孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。

電話やメールを活用し、可能な範囲で交流をもちましょう。

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

フレイルとは？

フレイルとは、加齢によって心身が衰えた状態のことをいいます。

フレイルが進むと、体の回復力や抵抗力が低下し、疲れやすさが改善しにくく

なります。

新型コロナウイルス感染症予防のため、出かける機会が減少するこんな時こそ

フレイル予防が大切です。

7浜通り×さんじょうライフvol.449 
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風しん抗体検査・予防接種費用助成のお知らせ～予防接種で妊婦さんと

赤ちゃんを風しんから守りましょう～ 4月22日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4498

妊娠初期の妊婦さんが風しんに感染すると、難聴や心疾患、白内障、発達障害などの先

天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれてくる可能性があります。風しんの感染予防には

予防接種が効果的ですが、妊娠中は予防接種が受けられないため、妊娠を予定または希望

している女性や同居家族（特にパートナー）が予防接種を受けることが重要です。

このことから、風しんを予防するとともに先天性風しん症候群の発生を予防するため、

双葉町では風しんの抗体検査費用および予防接種費用の助成を実施します。

助成対象者

接種当日双葉町に住所を有し、次の項目に該当する方

妊娠を希望している女性

妊娠を希望している女性のパートナー（事実婚を含む）

助成内容

助成内容は以下のとおりです。

問い合わせ 健康福祉課 健康づくり係 0246-84-5205TEL

対象となる予防接種
・MRワクチン（麻しん風しん混合ワクチン）
・風しんワクチン

助成費用 ・風しん抗体検査費用の全額、ワクチンの接種費用の全額

助成回数 ・1人1回

申請方法

・申請書に必要事項をご記入いただき、必要書類を添えて双葉町役場へご提出
ください。
＜必要書類＞
・領収書の原本
・ワクチン接種を受けたことがわかる書類の写し

注意事項

＜皆さまへ＞
・医療機関によって接種日や接種料金が異なりますので、事前にご自身でご確
認ください。
・この事業の助成は１人１回です。これまでに助成を受けた方は対象となりま
せんのでご注意ください。
＜女性の方へ＞
・妊娠中の方は接種できません。
・ワクチン（MRワクチン・風しんワクチンともに）の接種後、 2カ月間は避
妊が必要です。

双葉町からのお知らせ



被災自治体News

春到来！さくら便り〜双葉町内のさくら〜

みなさん、こんにちは。双葉町復興支援員(ふたさぽ)の西元です。

4月7日、私たちは毎年恒例となっている双葉町内の桜の撮影に向かいました。

3月4日に町内一部区域で避難指示解除・立入り規制緩和が行われ、特定復興再生拠点区域

内は人の行き来が自由に出来るようになりました。拠点区域内である長塚地区や新山地区には

多くの撮影スポットがありました。

実は4月3日に町内の桜の開花状況を見に行ったところ、見頃を迎えていたのは町中心部に

ある石田医院のしだれ桜のみ。満開まではまだまだと思いましたが、4月7日にはほとんどの

桜が見頃を迎えていました。たった4日で驚くほど開花が進んでおり、皆さんに美しい桜の様

子を届けたい！という思いで、毎日のように天気予報とにらめっこした甲斐がありました。

町体育館跡 寺松公民館 双葉南小

郡山正八幡神社 JR双葉駅 石田医院

前田川 前田川

次ページへ続きます
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こちらはどこの桜かわかりますか？

浜通り×さんじょうライフvol.44910

正解は…

①双葉南小(新山地区)

②上羽鳥観音堂(上羽鳥地区)

③双葉北小(長塚地区)

④白山神社(長塚地区)

⑤秋葉神社(新山地区)

今回撮影した桜は、コミュニティ情報紙「ふたばのわ5月15日号」に掲載予定です。

帰還困難区域の中でひっそりと咲く美しい桜も含め、30カ所近くを紹介しています。

ぜひご覧ください。また、今後動画でも配信を予定しております。お楽しみに。

双葉町復興支援員(ふたさぽ)西元

交流ルームひばり通信

家周りの草木が伸びて気になる方や、故郷に帰還するにあたり、自宅の中を片付けたいと

いう方など、一時帰宅を希望する方を募集します。

避難者のみ(ボランティア同行なし)の一時帰宅で、三条市の協力を得て、市有車を使用し

ます。

日時 ５ 月３０ 日

行程（予定）

三条市出発 午前 5時頃

現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

申込締切 ５月１７日(日)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０
（5/6までお休みです）

※片道利用などご相談ください。土
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避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 43

原町区 3 4

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 28 70

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.4.22現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

４月・５月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

新型コロナウイルス感染症対策のため
５月６日まで休みます。（7日以降は未定）

４／２３ ２４ ２５

ひばり休み ひばり休み ひばり休み

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ５／１ ２

ひばり休み ひばり休み ひばり休み

昭和の日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

憲法記念日

ひばり休み

みどりの日

ひばり休み

こどもの日

ひばり休み

振替休日

ひばり休み ひばり休み ひばり休み ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.44912

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


